
井田病院における光熱水費の未請求について

１ 売店・レストランに対する未請求について 

井田病院の電力系統は、一般電灯、一般動力、保安電灯、保安動力の４系統があります。

また、水道は、給水と給湯の２系統があります。

売店において一般動力と給湯、レストランにおいて一般動力、保安電灯、保安動力と給湯

が使用されていたということを認識しておらず、事業者に対し請求を行っていなかったもの

です。

（１）未請求期間と未請求金額 

ア 売店

未請求期間 ： 平成２４年５月から平成２９年１０月まで（６６カ月間）

未請求金額 ： １，６５７，３１６円 （一括により全額納付）

イ レストラン 

未請求期間 ： 平成２４年５月から平成３０年３月まで（７１カ月間）

未請求金額 ： １１，４４６，５６２円

（２） レストラン未請求への対応 

協議によりレストラン運営の継続を基本とし、実費負担である未請求分は５５回に分 

割し、当該月分と分けて納付。 

※令和２年１０月２９日時点 納付済額 ６，０３５，４８０円（29回分） 

 残  額 ５，４１１，０８２円（26回分）  

（３）レストラン事業者からの退店の申し出について 

   令和２年１０月２３日付で今年度末をもって退店する旨の申出書が提出されました。 

（理由）新型コロナウイルスの影響により目標とする運営が達成されず、今後の運営継 

続は厳しいため 

２ 喫茶店事業者に対する未請求について 

平成２４年７月１日から平成２９年９月３０日までの期間営業していた喫茶店事業者に

ついて、上下水道料金の請求額の計算誤りによる請求不足分があり、消滅時効の見解の相違

により現時点で徴収できておりません。

（１） 未請求期間と未請求金額 

未請求期間 ： 平成２４年７月から平成２９年９月まで（６３カ月間）

未請求金額 ： ４０，４２０円 

（２） 未請求への対応 

 令和２年１０月１５日 事業者に対し納入通知書を送付 

３ 光熱水費未請求事案に関連した一連の処理及び対応状況に関わる検証作業について 

 検証作業の透明性及び客観性を担保するため、病院局から切り離し市長事務部局で対応する

こととなりました。 
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